
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 農業委員の選出方法について 

 市長が議会の同意を得て任命されます。 

 委員の過半数は認定農業者であること、農業委員会の所掌事務に利害関係のない方を含めることや、年齢、性別等に著しい偏りが生じないよう

配慮することも求められています。 

２ 農業委員会の役割が「農地等の利用の最適化の推進」として強化されています 

 農業委員会は許認可だけでなく、担い手への集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進に積極的に取り組んでいくべきであ

ると位置づけられました。この活動を行う上で、農地中間管理機構と積極的に連携していくことが重要となっています。 

３ 農地利用最適化推進委員が設置されています 

 農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に取り組む体制を強化するため農地利用最適化推進委員を委嘱します。 

 推進委員は主に現地での活動を行い、地域農家と密接に関わることで得た意見を農業委員会の総会で述べることができるため、今まで以上に地

域の声を反映した活動をしていただきます。 

★ ◆ ★ ◆ ★ 候 補 者 の 推 薦 と 募 集 の お 願 い ★ ◆ ★ ◆ ★ 

① 農 業 委 員 候 補 者 の 推 薦 と 募 集 

農地の集約化など農地利用の最適化の推進や農地法に基づく許認可などの業務をスムーズに進めるために、地域農業の担い手

としてその状況を良く知っていただいている方々に農業委員をお引き受けいただきたいことから、市では次の要領で農業委員の

候補者の推薦を求め、募集を行っています。 

１ 農業委員の主な業務 

  「農地転用、農地の無断転用の防止・解消などの農地法等に基づいて農業委員会の権限に属させられた事項」や「農地利用

の集積・集約化、耕作放棄地の防止・解消などの農地の利用の最適化に関する事項」についての審議や現地調査が主な業務

となります。また、定例会や研修会などに出席していただきます。 

２ 任期・報酬等 

  ・任期は、令和８年７月２０日から令和１１年７月１９日まで 

  ・報酬・費用弁償は「有田市非常勤委員等の報酬及び費用弁償条例」に基づき支給します。  

３ 推薦・募集の期間 

   令和８年２月１０日（火）～令和８年３月１０日（火） 

 ４ 推薦・募集の内訳 

   推薦・募集人数  １４人 

   希望地区のある推薦（３名以上の農業者又は団体）及び応募の候補者は、原則、認定農業者として市に登録されている方か

らの推薦・応募をお願いします。 

５ 推薦・募集に必要な書類 

  推薦の場合・・・有田市農業委員会委員候補者推薦申込書 

  応募の場合・・・有田市農業委員会委員候補者応募申込書 

  いずれの書類も、有田市役所 ３階 有田市農業委員会事務局（有田みかん課）に備えています。 

また、有田市のホームページからもダウンロードできます。 

６ 書類の提出方法 

  提出先：有田市役所３階 有田市農業委員会事務局（有田みかん課）受付時間：平日の８：３０～１７：１５ 

  上記書類に必要事項をご記入、押印の上、ご持参によりご提出をお願いします。 

７ 候補者の選考 

  ご提出いただきました書類を基に候補者の評価を行います。 

また、評価・選考の結果は、それぞれの方に令和８年６月中旬以降に通知します。 

  



 
 
 
 

②農地利用最適化推進委員候補者の推薦と募集 

地域農業の相談役として地域の農業事情を良く知っていただいている方々に農地利用最適化推進委員をお引き受けいただきた

いことから、農業委員会では、次の要領で推進委員の候補者の推薦を求め、募集を行っています。 

１ 推進委員の主な業務 

  推進委員は、農業委員と協力しながら、担当する区域での農地の集約化など農地利用の最適化の推進や農地法に基づく許

認可に伴う現地確認などの業務を行っていただきます。また、必要に応じて毎月１回開催している定例会や研修会などに

出席していただきます。 

２ 任期・報酬等 

  ・任期は、推進委員として委嘱する日から農業委員の任期満了まで。 

  ・報酬・費用弁償は「有田市非常勤等の報酬及び費用弁償条例」に基づき支給します。 

 ３ 推薦・募集の期間 

   令和８年２月１０日（火）～令和８年３月１０日（火） 

 ４ 推薦・募集の内訳 

   推薦・募集人数   １２人（区域ごとに定員があります） 

区     域 定員（人） 

糸我地区 １ 

宮原地区 ２ 

保田地区 ３ 

箕島・中央地区 ３ 

宮崎地区 １ 

港町地区 １ 

初島地区 １ 

５ 推薦・募集に必要な書類 

  推薦の場合・・・有田市農地利用最適化推進委員候補者推薦申込書 

  応募の場合・・・有田市農地利用最適化推進委員候補者応募申込書 

  いずれの書類も、有田市役所 ３階 有田市農業委員会事務局（有田みかん課）に備えています。 

また、有田市のホームページからもダウンロードできます。 

６ 書類の提出方法 

  提出先：有田市役所３階 有田市農業委員会事務局（有田みかん課）受付時間：平日の８：３０～１７：１５ 

  上記書類に必要事項をご記入、押印の上、ご持参によりご提出をお願いします。 

７ 候補者の選考 

  ご提出いただきました書類を基に、農業委員会で選考を行います。 

また、選考の結果は、それぞれの方に令和８年６月中旬以降に通知します。 

  

 

                              提出先・問い合わせ先 

有田市農業委員会事務局  

                              ＴＥＬ ０７３７－８３－１１１１ 内線２６１ 


